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受入書類の確認 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受入報告表の確
認 

 

 

 

領収証書の交付 

 

(2) 振替金融機関からの受入れ 

イ．受入書類（注１）（注２）の確認（注３） 

 (ｲ) 次の歳入金等であること。 

・ 一般会計歳入金（総務省主管・電波利用料） 

・ 年金特別会計歳入金 

・ 労働保険特別会計歳入金 

・ 国税収納金整理資金（「申告所得税及復興特別所得税」、「法人

税」、「消費税及地方消費税」および「関税」に限る） 

 (ﾛ) 記載事項が整っていること。 

Ａ．記載もれがないか 

Ｂ．各片とも記載事項が一致しているか 

Ｃ．領収金額（合計額）の訂正、改ざんはないか 

（注１）一般会計歳入金（総務省主管・電波利用料）、年金特別会計歳入

金および労働保険特別会計歳入金についての電磁的記録による口

座振替は、振替金融機関から、歳入金の納付に関し必要な事項お

よび口座振替による納付の結果を収録した電磁的記録媒体（自店

が属する金融機関が収録し、または収録された内容を事前に確認

したもので、当該金融機関においてその内容を出力（書式適宜）

することができるもの。以下「振替結果記録媒体」という。）が提

出される。この場合、受入書類は提出されない。 

（注２）通常は３枚複写または３連紙であるが、国税収納金整理資金（関

税を除く。）の場合には領収証書片が含まれない。 

（注３）振替金融機関から、振替結果記録媒体の提出を受けたもの（以

下「振替結果記録媒体」という。）は、受入書類が提出されないた

め、(ｲ)および(ﾛ)の確認は行わない。 

ロ．歳入金等受入報告表の確認 

 (ｲ) 振替金融機関から歳入金等受入報告表の提出を受ける｡ 

 (ﾛ) 受入書類により同受入報告表の記載事項
①
を確かめる。ただし、振

替結果記録媒体分は、受入書類が提出されないため、この確認は行わ

ない。 

ハ．領収証書の交付 

 (ｲ) 現金等
②
が歳入金等受入報告表の振替納付分の金額と一致してい

ることを確かめる。 

 (ﾛ) 受入書類の各片と同受入報告表に領収印を押す
③
。ただし、振替結

果記録媒体分は、受入書類が提出されないため、同受入報告表にのみ

領収印を押す。 

（ﾊ） 領収証書を振替金融機関に渡す。ただし、振替結果記録媒体分およ

び国税収納金整理資金（関税を除く。）の場合には交付を要しない。 
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（参 考）口座振替収納分の受入書類の流れ 

（集計表を払込店で集中作成する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）振替金融機関には、自店以外の店舗を含む（他行庫等でもよい）。 

（注２）関税の場合、受入書類は、振替金融機関に設置の税関と接続された電子情報処理組織

の端末で出力される。 

（注３）一般会計歳入金（総務省主管・電波利用料）、年金特別会計歳入金および労働保険特

別会計歳入金についての電磁的記録による口座振替の場合、官庁は振替金融機関に受入

書類を送付しない。 

（注４）国税収納金整理資金（関税を除く）の場合、官庁は振替金融機関に領収証書を送付し

ない。 
 
① 〔歳入金等受入報告表の記載例〕 
 

       
   平成２７年度  

 歳入金等受入報告表  会 計 名  年金特別会計        （0343）  

   所 管 名  内閣府及び厚生労働省所管  

   取扱庁名  厚生労働省年金局（千代田） （63610）  

       
   区    分 納入告知書枚数 合 計 金 額  

   送  付  分① 50枚 1,234,560円  

   振替納付不能分②  3 34,500  

 （振替金融機関名） 

○○信用組合○○支店 

 振替納付分①－② 47 1,200,060 
1,200,000  

      

       

 

 

（注）記載事項（枚数、金額を含む）の訂正個所には、自店において押切印を押す。 

② 現金のほか、納付を受ける歳入代理店にあてた小切手など当日資金決済のできるものをいう。 

③１．次の領収控に限り、領収印の押なつを省略してもよい。 

  イ．伝票（またはその内訳を含む。）として使用することにより、受入日付が明らかなもの 

  ロ．歳入復代理店の受入日と同じ日付の信用組合等の振替印（注）等が押されているもの 

    （注）電算機、テラーズマシン等による領収日付の表示を含む。 

  ハ．領収印を押なつした適宜の集計表（枚数、金額を記入）を添付することにより、受入日

付が明らかなもの 

２．歳入金等の口座振替分を電算機で処理した場合の受入書類および歳入金等受入報告表への

領収表示については、参考２（７８ページ）参照。 

領収印 

押
切
印 

取扱庁を「厚生労働省年金局」とする歳入金の場合、内訳口座名および

内訳口座番号が記載されていること（「歳入金等取扱庁一覧」参照）。 
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